


 
 

いて」（平成 24 年９月７日付け薬食発 0907 第２号厚生労働省医薬食品

局長通知）の別添の「ヒト（自己）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び

安全性の確保に関する指針」第２章の第１の１（２） 

・ 「ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保につ

いて」（平成 24 年９月７日付け薬食発 0907 第３号厚生労働省医薬食品

局長通知）の別添の「ヒト（同種）体性幹細胞加工医薬品等の品質及び

安全性の確保に関する指針」第２章の第１の１（２）② 

・ 「ヒト（自己）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に

ついて」（平成 24 年９月７日付け薬食発 0907 第４号厚生労働省医薬食

品局長通知）の別添の「ヒト（自己）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質

及び安全性の確保に関する指針」第２章の第１の（２） 

・ 「ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に

ついて」（平成 24 年９月７日付け薬食発 0907 第５号厚生労働省医薬食

品局長通知）の別添の「ヒト（同種）iPS（様）細胞加工医薬品等の品質

及び安全性の確保に関する指針」第２章の第１の１（２）② 

・ 「ヒトＥＳ細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保について」（平成

24 年９月７日付け薬食発 0907 第６号厚生労働省医薬食品局長通知）の

別添の「ヒトＥＳ細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指

針」第２章の第１の（２）③ 


